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松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例

松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年松前町

条例第７号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

（職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正）

１１ 職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２９年松前町条例第３１号）の一

部を次のように改正する。

第２条に次の１項を加える。

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の服務の

宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをす

ることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。





説明資料
松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に係る新旧対照表

現 行 改 正 案

附 則 附 則

１～１０ 略 １～１０ 略

（職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正）
１１ 職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２９年松前町条例第３１
号）の一部を次のように改正する。

第２条に次の１項を加える。

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の
服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別
段の定めをすることができる。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

※ が改正部分
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（附則第１１項による改正）

職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正に係る新旧対照表

現 行 改 正 案

（職員の服務の宣誓） （職員の服務の宣誓）
第２条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級 第２条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級
の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなけ の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなけ
ればその職務を行なってはならない。 ればその職務を行なってはならない。

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の服
務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の
定めをすることができる。

説 会計年度任用職員制度は、令和２年４月１日から施行されることから、関係する条例を令和元年第３回定例会において制定したところであ
りますが、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３１条に規定する「服務の宣誓」を会計年度任用職員も行う必要があることから、

明 関係条例を改正しようとするものであります。

※ が改正部分


